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自殺対策に関する国及び東京都の状況について 

 

１ 国の自殺対策の経緯 

 平成 10年以降、自殺者数が３万人を超える状態が続いた中、その解決を目指して平成 18年に

「自殺対策基本法」が、平成 19年に「自殺総合対策大綱」が策定され、国として本格的な自殺対

策が開始されました。 

 

〔自殺総合対策大綱の概要〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これにより、国として本格的な自殺対策が開始され、３万人台で推移していた自殺者は、平成

24 年に 27,898 人と３万人を割りました。しかし、依然として２万人を超えるという非常事態が

続いており、そのため平成28年に自殺対策基本法が改正され、その中で各都道府県及び市町村は

自殺対策計画を策定することが義務付けされました。 

  

資料：自殺総合対策大綱（概要）（厚生労働省HPより） 

 

 

 

 

「自殺総合対策大綱」（概要） 
※下線は旧大綱からの主な変更箇所 

平成２８年の自殺対策基本法の改正や我が国の自殺の実態を踏まえ抜本的に見直し 

 第１ 自殺総合対策の基本理念 

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す 

阻害要因：過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等 
促進要因：自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力等 

➢ 自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因」を減らし、 
「生きることの促進要因」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リ
スクを低下させる 

 第２ 自殺の現状と自殺総合対策における基本認識 

 

➢ 自殺は、その多くが追い込まれた末の死である 

➢ 年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ 
続いている 

➢ 地域レベルの実践的な取組をＰＤＣＡサイクルを通じて 
推進する 

続いている

 第３ 自殺総合対策の基本方針 

１.生きることの包括的な支援として推進する 

２.関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む 

３.対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる 

４.実践と啓発を両輪として推進する 

５.国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を 

明確化し、その連携・協働を推進する 

 

 第４ 自殺総合対策における当面の重点施策 

１.地域レベルの実践的な取組への支援を強化する 

２.国民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

３.自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する 

４.自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る 

５.心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する 

６.適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする 

７.社会全体の自殺リスクを低下させる 

８.自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 

９.遺された人への支援を充実する 

10.民間団体との連携を強化する 

11.子ども・若者の自殺対策を更に推進する 

12.勤務問題による自殺対策を更に推進する 

 

 
第５ 自殺対策の数値目標 

 
 

➢ 先進諸国の現在の水準まで減少させることを目指し、平成38年までに、 
自殺死亡率を平成27年と比べて30％以上減少 

（平成27年 18.5 ⇒ 13.0以下） 

（ＷＨＯ：仏15.1（2013）、米13.4（2014）、独12.6（2014）、 

加11.3（2012）、英7.5（2013）、 伊7.2（2012）） 

 第６ 推進体制等 

 

１.国における推進体制 

２.地域における計画的な自殺対策の推進 

３.施策の評価及び管理 

４.大綱の見直し 

 

資料 No.１ 
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自殺対策基本法（平成 18年法律第 85号） 
 

 （都道府県自殺対策計画等） 

第 13 条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域

内における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」と

いう。）を定めるものとする。 

2 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、

当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自殺対策計

画」という。）を定めるものとする。 

 

 

 

〔参考：自殺対策の推進の枠組み〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自殺対策の推進の枠組み 

 自殺対策基本法 
（平成18年６月制定（議員立法）/18年10月28日施行）、平成28年３月改正（議員立法）/28年４月１日施行） 

 

 

 

 

 

 

自殺総合対策大綱（基本法第12条、平成24年8月閣議決定） 
※現大綱は策定５年後（平成29年夏頃）を目途に見直し 

※平成28年までに自殺死亡率を平成17年（24.2）に比べ20％以上 

減少させることを目標 → 平成27年 18.5（人口動態統計（概数）） 

自殺総合対策会議（基本法第23条） 
会長：厚生労働大臣 

委員：関係閣僚 

（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣（金融）、内閣府特命 

担当大臣（消費者及び食品安全）、復興大臣、総務大臣、法務大臣、 

文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣） 都道府県（市町村）自殺対策計画（基本法第13条） 
※大綱及び地域の実情を踏まえ、都道府県及び市町村が作成（義務） 

施策の実施 

厚生労働省 関係府省 

（自殺総合対策関係府省連絡会議等を活用した連携・調整） 

大綱案 

の作成 

自殺総合対策推進センター 

 
地方公共団体 

（一部都道府県・政令指定都市において地域自殺対策推進センターを設置） 

 

＜自殺対策の総合的かつ計画的な推進＞ 
〇自殺総合対策会議の運営、自殺総合対策大綱案の作成及び推進、推進状況の把握及び見直し  〇自殺対策白書の作成 

 
＜自殺総合対策に関する調査研究、人材育成、理解促進＞ 

〇自殺総合対策推進センターを通じた自殺の実態及び自殺対策に関する情報の収集・発信、人材養成等 

〇自殺予防週間（９月10日～16日）、自殺対策強化月間（３月）の実施 
 
＜地域における自殺対策の推進＞ 

〇地域自殺対策強化交付金（法定、平成28年度予算25億円）等を通じた財政上の支援 

〇都道府県・市町村における自殺対策計画（法定）の策定支援（ガイドラインの作成、地域自殺対策推進センターの設置促進等） 

本部長：厚生労働大臣 

本部長代行：副大臣、政務官 本部長代理：事務次官、厚生労働審議官 

副本部長：社会・援護局長 副本部長代理：関係部局長・審議官 

本部員：関係部局課長級 

自殺対策推進本部 

 厚生労働省 自殺対策推進室の役割 

資料：自殺対策の推進の枠組み（厚生労働省HPより） 
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〔参考：自殺対策基本法の一部を改正する法律概要〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：厚生労働省HPより 
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２ 国の自殺の現状 

 我が国の年間自殺者数は、平成９年までは２万人台で推移していましたが、平成 10年に 32,863

人と急増し、その後３万人を超える状態が続いていました。国を挙げた自殺対策や社会経済状況

の安定化等の要因により平成 24年には３万人台を割り、平成 30年の自殺者数は、20,840人で対

前年比 481人（約 2.3％）減となりました。その結果、平成 22年以降９年連続で減少し、昭和 56

年以来 37年ぶりに 21,000人を下回ることとなりました。男女別にみると、男性は９年連続の減

少となりましたが、前年（平成 29年）過去最少だった女性の自殺者数は 55人の増加となってい

ます。また、男性の自殺者数は、女性の約 2.2倍となっています（男性 68.6％、女性 31.4％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 30年の自殺死亡率（※人口10万人当たりの自殺者数）は16.5となり、平成 22年以降、９年

連続の低下となっており、昭和 53年から始めた自殺統計で過去最小となっています。男女別にみ

ると、男性は９年連続で低下し、女性は対前年比 0.1上昇しています。また、男性は、女性の約

2.3倍となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：厚生労働省社会・援護局総務課自殺対策推進室、警察庁生活安全局生活安全企画課 

「平成30年度中における自殺の状況（平成31年３月28日）」ｐ.2 

出典：厚生労働省社会・援護局総務課自殺対策推進室、警察庁生活安全局生活安全企画課 

「平成30年度中における自殺の状況（平成31年３月28日）」ｐ.3 

図４ 
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３ 東京都の自殺対策の経緯 

 東京都は、自殺総合対策大綱の基本認識を踏まえ、「生きやすい、生きがいのある東京」を実現

するために、東京都の状況に即した総合的な自殺対策を推進することとしました。 

 自殺には多様かつ複合的な原因及び背景があることから、政策分野や行政・民間等の別に捉わ

れることなく、多様な関係機関・団体、地域が一体となって、対策を推進することが必要との認

識のもと、平成 19年１月、庁内の関係局が緊密に連携して自殺対策に資する取組を積極的に展開

する自殺対策推進庁内連絡会議を設置し、同年７月には、保健、医療、福祉、教育、労働などの

多様な分野が参加する『自殺総合対策東京会議』を設置しました。 

平成 21年３月に、関係機関・団体の連携・協力を強化し、それぞれの役割を踏まえながら、よ

り効果的かつ総合的に自殺対策への取組を推進することを目的として、東京都における自殺総合

対策の取組方針（以下「取組方針」という）を策定しました。 

 その後、国が「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指し平成24年８月に大綱

の見直しを行ったことを受けて、平成 25年 11月、更に効果的な自殺対策を推進するため、都の

取組方針を改正しました。そこには、「段階ごと対象ごとの施策を効果的に組み合わせて取組を推

進すること」や、具体的施策として「若年層向けの対策や、自殺未遂者向けの対策を充実するこ

と」などの基本的考え方が追加されました。 

 

 

４ 東京都の自殺の現状 

 東京都の自殺者数は、全国と同様に平成 9年の 2,014人から平成 10年に 2,740人に急増し、以

降は概ね 2,500人から 2,900人の横ばいで推移していましたが、平成 23年の 2,919人をピークに

減少傾向に転じ、平成 29年には 1,936人となっています。 
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図６ 
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 また、東京都では30歳代以下の自殺者が全体の約３割を占めており、全国と比較して、自殺者

における若者の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 東京都の自殺対策計画（東京都自殺総合対策計画～こころといのちのサポートプラン～） 

 東京都は、自殺対策基本法（平成 18年法律第85号）第 13条第 1項に規定する都道府県自殺対

策計画として、関係機関・団体との連携・協力の強化を図り、総合的・効果的な自殺対策をより

一層進めていくことを目的に、平成 30年６月に、平成 30年度から平成 34年度までの５年間の計

画を策定しました。 

 

〔東京都自殺総合対策計画の概要〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 

図８ 



 

あきる野市自殺対策推進計画 資料 

7 

 また、東京都の自殺対策の施策としましては、ゲートキーパーや相談職員等への研修として「自

殺対策を支える人材育成」、LINE 相談や自殺相談ダイヤルの「生きることの促進要因への支援」、

自殺対策強化月間における啓発事業の「住民への啓発と周知」などを行っております。 

 啓発事業では、毎年９月と３月を自殺対策強化月間として、自殺予防を呼びかけるキャンペー

ンに取り組んでおります。 

 

〔自殺防止！東京キャンペーンチラシ（平成31年３月）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 


